
高齢者取引について
ルールと注意点



高齢者の取引

高齢顧客は、年齢が75歳以上の方を言います。
75歳以上の顧客は、口座開設手続きや勧誘可能な商品等、制限が設けられています。
また勧誘での取引に際して、各証券会社とも取引の申請を行い、承認を得て初めて勧誘す
ることができます。
未承認のまま投資信託の目論見書を交付したり、商品説明を行うことは違反行為となります。
高齢顧客は、各社以下の2パターンに分かれます。
１，75歳～79歳までの顧客
２，80歳以上の顧客
年齢によって、取引に際してのルールが異なります。

高齢顧客とは

高齢者の口座開設
高齢者（75歳以上）の口座開設手続き
各証券会社の開設方法
・東洋証券:WEB、書面手続き両方可能
・あかつき証券:書面手続きのみ
・アイザワ証券:書面手続きのみ

受入れ書類:各証券会社とも個人口座開設と同書類

高齢者取引に対応する制度
・東洋:特になし（本人が取引）
・あかつき証券:代理人取引制度、家族信託制度
・アイザワ証券:家族信託制度

高齢の顧客は過去の投資経験が豊富であったとしても、身体的な衰えに加えて短期的に投
資判断能力が変化する場合もあり、勧誘において十分注するとともに説明をより丁寧にわ
かりやすく行う必要があります。
また近年、高齢顧客の家族から取引に関しての問い合わせや苦情もあることから、高齢顧
客の投資方針を十分確認し、顧客の意向に合った商品を提案すること、また家族（できれ
ば高齢者でない配偶者、子、兄弟姉妹）に同席をいただいて勧誘を行ってください。



高齢者の共通の取引ルール
【勧誘を行う場合】
・証券会社に勧誘するために必要な申請書類を提出する。
・証券会社が顧客に直接面談をして取引可能か判断する。
・勧誘の承認が下りたあと、外務員が勧誘できる。
※承認前に高齢顧客に「○○という投信がいいと思います」や「世界株に投資す
る△△オープンというのがありまして…」「ご参考までにお勧めしたい投信の
パンフレットを渡しておきます」等、具体的な商品名を出した案内は勧誘行為
にあたり、禁止されているので十分注意。

・勧誘可能商品と、勧誘留意商品と区別されている。
・80歳以上の高齢顧客は、原則勧誘・取引受注日の翌営業日に証券会社が発注
（外務員自身で発注できない）
・80歳以上の高齢顧客への約定連絡は、証券会社が行う。
・勧誘・説明時にはできれば家族（高齢でない子・配偶者・兄弟姉妹）に同席して
もらい内容を確認してもらう。

・営業日報（接触履歴）は、詳細に内容を記載する。

【非勧誘の場合】
・取引申請・承認、面談は不要。ただし、必ず当社内部管理責任者に取引を行う旨
事前に報告すること。

・営業日報（接触履歴）に非勧誘で受注した内容を詳細に記載する。
※非勧誘とは
非勧誘とは、顧客より「今持っている○○投信をまた買いたいから、手続きし
てください」「いま持っている投信を売ってください」「新聞で△△という商
品をみて買いたいので、お願いします」等、外務員からなにも説明や案内をし
ていないのに顧客より取引したい意思を表示した場合をいう。
「送ってもらったパンフレットを見て買いたいと思って」は、こちらから商品
案内をしているので勧誘にあたるため、高齢顧客へのDMや案内は注意する。



高齢者への勧誘可能商品
高齢者への勧誘可能商品は、
・比較的価格変動が少ない商品
・仕組みが複雑でない商品
・換金性が高い商品
・周知性が高い商品
・時々刻々と価格が変動する商品 等
例:公社債投信、国債、普通社債（SB）、MRF、外貨MMF、上場株式、日経平均
やTOPIXの変動に一致するよう設計された投資信託等

上記商品は勧誘可能商品であるため、証券会社への勧誘申請や面談は不要です。

上記以外の商品は「勧誘留意商品」となり、勧誘に際しては、必ず証券会社への承認申請
が必要になるます。

また、証券会社は各社とも勧誘可能商品について商品を選定しています。
上記はあくまでも通例ですので、高齢者へ勧誘する際には、各社の勧誘可能商品を確認す
る必要があります。
各社のIFAサイトに掲載がありますが、不明な場合には、必ず証券会社の担当者もしくは
当社内部管理責任者に問い合わせをしてください。

また、勧誘行為は買付だけではなく売却を勧誘する場合も含みます。
特に、損失を出して売却する場合は承認申請が下りたとしても、概算の損失額について顧
客が理解するまで十分な説明が必要です。
これは、非勧誘の場合も同様で、仮に「損しててもいいからお金にして」と申し出があっ
た場合でも、概算の損失額について説明を行うとともに、正確に営業日報（接触履歴）に
記載してください。

勧誘留意商品を勧誘したい場合、必ず証券会社の面談が終わった後に行ってください。
勧誘とは、「個別の承認に対して買付の説明を行うこと、保有している商品の売却につい
て説明すること」です。
目論見書や販売用資料の交付も勧誘行為となります。



各証券会社のルール
高齢顧客へ勧誘を行いたい場合には、該当の証券会社の担当者または当社内部管理
責任者まで必ず連絡をしてください。
取引に際しての必要な手順やルールを説明します。

東洋証券のルール



＜勧誘・取引する手順_75歳以上80歳未満の顧客＞
１，勧誘したい顧客について「高齢顧客勧誘承認申請書」を提出。

外務員自身が申請書を提出するか、当社内部管理責任者が提出。
「高齢顧客勧誘承認申請書」の提出は東洋証券あてにメールで行う。
提出先:ifa@toyo-sec.co.jp

東洋証券株式会社 ビジネス・ソリューション部
「高齢顧客勧誘承認申請書」のひな形は東洋証券または当社に依頼してください。

２，提出された「高齢顧客勧誘承認申請書」をもとに、東洋証券で顧客に電話で
面談を実施。
面談は顧客の希望日時で行えますので、外務員より東洋証券に顧客の面談希望日時を
伝えるか当社内部管理責任者までお知らせください。
面談内容:顧客の健康状態、話がかみ合うか、投資への属性確認等

３，面談終了後、東洋証券から面談終了の連絡があり、面談で勧誘の承認が下りた後、
「銘柄別勧誘承認管理表」を東洋証券に提出。
「銘柄別勧誘承認管理表」は、勧誘したい商品名等を記載。
外務員自身で管理表を提出するか、当社内部管理責任者が提出。
「銘柄別勧誘承認管理表」も東洋証券宛にメールで提出（１，同様）

４，銘柄滅勧誘承認の結果について東洋証券から連絡がある。承認が下りたら勧誘
可能。



５，商品を顧客に勧誘。
目論見書の交付、商品内容の説明を行い、注文を受注した際には、「目論見書受領書
兼ご意向確認書」に記入・捺印をもらう。
「目論見書受領書兼ご意向確認書」は、
IFA-BP内「メニュー」→「IFA-BP(事業者)」→「銘柄検索」→「注文発注関連」で
ダウンロード。
「目論見書受領書兼ご意向確認書」の以下赤で記した箇所に記入・捺印をもらう。
※銘柄コード、銘柄名、取引区分、コース区分、指定方法、数量、区分の各欄は
外務員が記入可能（下図青字部分）。



＜勧誘・取引する手順_80歳以上の顧客＞
勧誘手順は、75歳以上80歳未満の顧客と同様。
ただし、取引の受発注、約定案内はすべて東洋証券が行う。
また取引は、受注の翌営業日となる点に注意。
勧誘し、意向確認書を提出後取引は以下の方法。

１，意向確認書をもとに東洋証券が顧客に電話をし、意向確認書の内容について確認、
取引の受注を行う。

２，受注した翌営業日に東洋証券が注文発注。

３，約定後に、約定内容について東洋証券が顧客に直接連絡。



あかつき証券のルール





＜勧誘・取引する手順_75歳以上80歳未満の顧客＞
１，勧誘したい顧客について「高齢顧客(75歳～79歳)に対する勧誘事前承認申請書

兼面談記録」を提出する。
当社内部管理責任者が提出しますのでご連絡ください。

２，提出された「高齢顧客(75歳～79歳)に対する勧誘事前承認申請書兼面談記録」をもと
に、あかつき証券で顧客に電話で面談を実施。
面談は顧客の希望日時で行えますので、顧客の面談希望日時を当社内部管理責任者ま
でお知らせください。
面談内容:顧客の健康状態、話がかみ合うか、投資への属性確認等

３，面談終了後、あかつき証券から面談終了の連絡がり、面談で勧誘の承認が下りた後、
勧誘可能。

＜勧誘・取引する手順_80歳以上の顧客＞
１，勧誘したい顧客について「80歳以上の高齢顧客との勧誘取引申請書」「高齢顧客(80

歳以上)に対する面談記録兼受注記録」を提出する。
当社内部管理責任者が提出しますのでご連絡ください。

２，提出された「80歳以上の高齢顧客との勧誘取引申請書」 「高齢顧客(80歳以上)に対
する面談記録兼受注記録」をもとに、あかつき証券で顧客に電話で面談を実施。
面談は顧客の希望日時で行えますので、顧客の面談希望日時を当社内部管理責任者ま
でお知らせください。
面談内容:顧客の健康状態、話がかみ合うか、投資への属性確認等

３，勧誘の承認が下りた後、あかつき証券が顧客に電話をし、取引の内容について確認、
取引の受注を行う。なお訪問する場合、家族（子、配偶者、兄弟姉妹）が同席し一
緒に説明を聞いた場合、「同意書」に記入等もらった場合は、当日発注可能。

4，受注した翌営業日にあかつき証券が注文発注。

５，約定後に、約定内容についてあかつき証券が顧客に直接連絡

【高齢者取引動画】

IFA業社コンプライアンス導入研修資料_20200720（高齢者等）.mp4



アイザワ証券のルール











＜勧誘・取引する手順_75歳以上80歳未満の顧客＞
１，勧誘したい顧客について「高齢顧客の勧誘事前承認申請書兼確認書」を提出する。
外務員自身もしくは当社内部管理責任者が提出。
提出先:ifa_aizawa@aizawa.co.jp

IFAビジネス本部
申請書は「あいさぽ」→「IFAサポート」→「コンプライアンス」

→「高齢者取引」フォルダからダウンロード

２，提出された「高齢顧客の勧誘事前承認申請書兼確認書」をもとに、アイザ
ワ証券で顧客に電話で面談を実施。
面談は顧客の希望日時で行えますので、顧客の面談希望日時をIFAビジネス本
部または当社内部管理責任者までお知らせください。
面談内容:顧客の健康状態、話がかみ合うか、投資への属性確認等

３，面談終了後、アイザワ証券から面談終了の連絡がり、面談で勧誘の承認が下りた後、
勧誘可能。

＜勧誘・取引する手順_80歳以上の顧客＞
勧誘手順は、75歳以上80歳未満の顧客と同様。
ただし、取引の受発注、約定案内はすべてアイザワ証券が行う。
また取引は、原則受注の翌営業日となる点に注意。

１，勧誘の承認が下りた後、アイザワ証券が顧客に電話をし、取引の内容について確認、
取引の受注を行う。なお訪問する場合、家族（子、配偶者、兄弟姉妹）が同席し
一緒に説明を聞いた場合、「買付し自署」に記入等もらった場合は、当日発注可能。

２，受注した翌営業日にアイザワ証券が注文発注。

３，約定後に、約定内容についてアイザワ証券が顧客に直接連絡。



【参照】勧誘申請書類等


